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第１１章
環境の状況並びに環境の保全
及び創造に関する取組み　　

第 １ 節 循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型
の社会経済システムにより生ずる環境への
負荷が地球規模にまで拡大した結果、環境
の容量を超え、資源枯渇や地球温暖化とい
った地球規模の環境問題の深刻化が懸念さ
れています。こうした問題を解決するため
には、３Ｒ（Reduce（排出抑制）、Reuse
（再使用）、Recycle（再生利用））を通じ

た資源の抑制と循環や、温室効果ガス排出
量の削減が必要です。
　このため、廃棄物の排出抑制、循環的利
用等の推進や温室効果ガス排出量の削減を
図るとともに、環境教育の推進と環境保全
活動の拡大なども図り、循環型社会と低炭
素社会づくりを目指します。

１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の推進

１　現況
　①　一般廃棄物
　日常生活や事務所等から排出される
ごみやし尿は一般廃棄物であり、市町
村が処理計画を策定し、収集、処理し
ています。
　近年、市町村によるごみの処理量は
減少傾向にあり、２２年度における県民
一人一日当たりの排出量は９５６ｇ／人
日（全国平均は９７６ｇ／人日）となって
います。
　また、市町村の分別収集、中間処理
により有効利用されたごみの量は４３千
トンであり、このほか集団回収により
３４千トンのごみが資源化されています。
県全体の総排出量に対するリサイクル
率は、２２年度では２０．５％であり、その
推移は表１‐１のとおりです。
　特に、再使用や再生利用が可能と考
えられる缶、びん、ペットボトル、紙
パック等の容器包装廃棄物については、
県内全市町村で「容器包装に係る分別
収集及び再商品化の促進等に関する法
律」（以下「容器包装リサイクル法」と

いう。）に基づき、分別収集が行われて
おり、２２年度では２３千トンが収集され
ています。さらに、多くの市町村で資
源ごみ回収常設ステーションが設置さ
れています。
　エアコンやテレビなどの廃家電品に
ついては、「特定家庭用機器再商品化
法」（以下「家電リサイクル法」という。）
に基づき、小売業者等を通じて製造業
者等が引き取り再商品化を行っており、
２３年度における県内４か所の指定引取
場所での回収量は、１２８千台となってい
ます。
　家庭から排出される使用済みパソコ
ンについては、「資源の有効な利用の促
進に関する法律」に基づいて１５年１０月
から製造事業者等により回収・再資源
化されています。
　家電リサイクル法の対象となってい
ない小型家電については、多くの市町
村で拠点回収などを行い、再資源化を
図っています。
　使用済自動車については、「使用済自
動車の再資源化等に関する法律」（以下

〈分野ごとの施策の推進〉
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「自動車リサイクル法」という。）に基
づき、１７年１月から引取業者、解体業
者及び自動車メーカー等により再資源
化されています。
　なお、ごみの有料化などの経済的手
法が１０市町（２４年４月現在）で導入さ
れているほか、多くの市町村で、集団

回収を奨励するための報奨金制度の導
入や家庭用の生ごみコンポスト化容器
などに対する助成が行われています。
　ごみ処理状況の推移及びごみ計画処
理量と一人当たりのごみ排出量の推移
は、図１‐４及び図１‐５のとおりで
す。

　図１‐４　ごみ処理状況の推移

注　１１年度以降は集団回収量を含めて算出しています。

　図１‐５　ごみ計画処理量と一人当たりのごみ排出量の推移

２２年度２１年度２０年度１９年度１８年度区　　　　分

２０．５２０．５２０．９２０．７２０．１富 山 県

２０．８２０．５２０．３２０．３１９．６全 国

（単位：％）　表１‐１　リサイクル率
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　このほか、原材料等に利用（マテリ
アルリサイクル）できない廃棄物につ
いては、エネルギーとしての利用（サ
ーマルリサイクル）が図られており、
本県では、ごみの焼却余熱を利用した
発電（富山地区広域圏事務組合クリー
ンセンター２０，０００kW、射水市クリー
ンピア射水１，４７０kW）や福祉施設への
温水の供給等が行われています。
　県では、適正処理を確保するため、

処理施設の計画的な整備等について技
術的な助言を行っています。
　また、ダイオキシン類の主な発生源
がごみ焼却施設であることから、ごみ
処理の広域化等を推進しています。
　し尿については、水洗化人口が増加
しており、総人口に占める割合は２２年
１０月１日現在では、公共下水道人口は
７２．４％、浄化槽等人口は２１．４％で、こ
れに計画収集人口を加えた衛生処理人
口は９９．９％となっています。また、浄
化槽については、浄化槽法により設置
者に水質検査等が義務付けられていま
すが、維持管理に関する定期検査の受
検率が低いことから、関係機関と連携
して、個別訪問等による普及啓発を行
っています。
　し尿の処理人口とし尿の処理状況の
推移は、図１‐６及び図１‐７のとお
りです。

　②　産業廃棄物
　事業活動に伴って生じる廃棄物のう
ち産業廃棄物は法令で定められた、燃
え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類等の２０種類であり、

　図１‐６　し尿の処理人口（２２年度）

　図１‐７　し尿処理状況の推移
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排出事業者処理責任が義務付けられて
います。県では、とやま廃棄物プラン
に基づき、排出抑制や減量化、循環的
利用の促進、適正処理の推進を図ると
ともに、産業廃棄物処理施設の計画的
な整備を指導しています。
　産業廃棄物の排出量（推計）は、図
１‐８のとおり、２２年度では４７７万トン

であり、２１年度に比べ１０万９千トン減
少しています。種類別では、紙・パル
プ製造工場、浄水場などから発生する
汚泥が全体の６１．３％と最も多く、次に
がれき類の２０．２％となっています。
　また、産業廃棄物の処理状況は、図
１‐９のとおり、全体の５８．１％が脱水
や焼却などの中間処理によって減量化

　図１‐８　産業廃棄物の排出状況（２２年度）
〔種　類　別〕 〔業　種　別〕

　図１‐９　産業廃棄物の処理・処分状況（２２年度）
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され、最終的には、３７．３％がセメント
原料や路盤材などに再生され、残りの
４．６％が最終処分（埋立）されています。
減量化・再生利用率は、９５．５％となっ
ています。
　産業廃棄物排出量等の推移は、図１‐
１０のとおりです。
　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、北陸地方建設副産物対策連絡協
議会において「北陸地方建設リサイク
ル推進計画２００８」が策定され、その排
出抑制、再利用の促進等が図られてい
ます。
　再使用や再生利用ができない産業廃
棄物は、一般的には脱水、焼却、破砕
などの中間処理を経て、最終処分（埋
立）されています。最終処分場は、埋
め立てる産業廃棄物の種類に応じて、
遮断型最終処分場、管理型最終処分場
及び安定型最終処分場の３つに分類さ
れており、本県では、管理型又は安定
型最終処分場で埋立が行われています。
　産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、
感染性等を有するものがあるため、そ
の処理にあたっては適正な管理が必要

です。県では、保管、収集・運搬、中
間処理及び最終処分までの各段階にお
いて産業廃棄物の適正な管理が行われ
るよう、排出事業者や処理業者に対す
る監視、指導を行っているほか、関係
事業者等を対象に廃棄物処理法の改正
等について講習会等を開催しています。
　また、県外から産業廃棄物を搬入し、
県内で処理する場合には、産業廃棄物
適正処理指導要綱に基づき、事前協議
を行うよう事業者を指導しています。
　さらに、不法投棄防止対策の一環と
して、関係機関と連携し、産業廃棄物
不法投棄の監視パトロールなどを実施
しています。
　特別管理産業廃棄物である廃PCB
等（PCBを含む高圧コンデンサ、ト
ランス等）については、１３年７月に施
行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置
法」（以下「PCB特別措置法」という。）
により、保管又は使用中の事業所に届
出と処分されるまでの間の保管が義務
付けられており、適正保管されるよう
監視・指導しています。PCB特別措

　図１‐１０　産業廃棄物排出量等の推移



１６

置法に基づく県内の届出事業所数は
９７５事業所となっています。
　国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基本計画」を受けて１８年３月に「富
山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計
画」を策定し、廃PCB等を北海道室
蘭市の日本環境安全事業㈱北海道事業
所で２７年３月までに処理すること等を
定めました。また、計画的な処理を進
めるため、北海道など関係道県で構成
する広域協議会で調整を図っており、
２０年１１月から県内の廃ＰＣＢ等の処理
が始まりました。
　なお、県では、中小企業等が負担す
るPCB廃棄物の処理費用の軽減を図
るため、独立行政法人環境再生保全機
構に設けられたPCB廃棄物処理基金
に出えんをしています。

２　講じた施策
　①　とやま廃棄物プランの推進
　廃棄物の排出抑制及び循環的利用を
総合的かつ計画的に推進し、循環型社
会を構築するため、２４年３月にとやま
廃棄物プランを改定しました。この計
画は、廃棄物処理法に基づき国の基本
方針を踏まえ策定したものであり、一
般廃棄物と産業廃棄物を対象として廃
棄物の排出抑制及び循環的利用に関す
る具体的な数値目標を掲げるとともに、
目標達成に向けた施策や県民、事業者、
行政の役割分担を明らかにしています。
この計画に基づき、県民総ぐるみの「ご
みゼロ推進大運動」を展開するなど、
廃棄物の排出抑制及び循環的利用を一
層推進し、環境にやさしい循環型社会
の構築を図っています。
　とやま廃棄物プランの概要は表１‐
２のとおりです。
　また、とやま廃棄物プランを着実に
推進するため、１９年３月に「廃棄物循
環的利用推進指針」を策定し、一層の
廃棄物の発生抑制や循環的利用の推進
に取り組んでいます。指針の概要は表
１‐３のとおりです。 

　②　一般廃棄物
　　ア　とやま廃棄物プランの推進

　とやま廃棄物プラン等に基づき、
県民、事業者、行政の適切な役割分
担のもと、連携してごみの排出抑制
及び循環的利用の取組みを展開しま
した。

　　イ　ごみゼロ推進大運動の展開
　県民団体、事業者団体、報道機関、
行政機関などで構成する「環境とや
ま県民会議」を中心として、県民総
ぐるみで廃棄物の排出抑制、循環的
利用及び適正処理に取り組む「ごみ
ゼロ推進大運動」を積極的に展開す
るため、メールマガジンの配信によ
る情報提供や講習会の開催等により、
県民がごみの排出抑制及び循環的利
用について考え、実践する機会の提
供に努めました。

　　ウ　ごみゼロ推進県民大会の開催
　県民、事業者、行政が一堂に会し、
ごみゼロ型社会の実現や循環型社会
の構築に向けた取組みを推進するこ
とを目的として、２３年１０月に富山市
において、「ごみゼロ推進県民大会」
を開催し、ごみの減量化等に取り組
む団体等を顕彰しました。また、と
やま環境フェア２０１１を併せて開催し、
リデュース・リサイクル等の展示実
演や、環境に関する親子クイズ大会
等を行いました。

　　エ　ゴミゼロ社会推進事業
　全国初のレジ袋無料配布取止めで
得られた、県民の高い環境保全意識
を「食」を通じて環境に配慮したラ
イフスタイルにつなげるため、指導
者の育成や事業者へのモデル導入を
行うなど、「エコ・クッキング」の普
及・拡大を図りました。
　また、事業者及び住民を対象とし
て、リデュース・リサイクル（２Ｒ）
に関するアンケート調査及び現地調
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　表１‐２　とやま廃棄物プランの概要

①県民総ぐるみで循環型社会づくりに向けた取組みを進めるための計画
②廃棄物処理法第５条の５第１項の規定や国の基本方針に基づいて定める計画
③県の総合計画や環境基本計画、市町村の一般廃棄物処理計画等と連携した計画

趣 旨
位置付け

２３～２７年度までの５年間計画期間

●本県の目指すべき循環型社会の姿：「富山ビジョン」
　全ての県民、事業者が、可能な限り廃棄物の排出を抑制し、排出されたものは地域
内での循環的利用に積極的に取り組むとともに、循環的利用ができないものは環境負
荷に配慮して適正に処理を行うなど、自らが、またはそれぞれが連携・協力して、富
山県の特性に応じた富山県らしい循環型社会づくりに向け積極的に行動しているこ
と
●施策の基本的方向性

●計画の目標（平成２７年度）

目指す姿
と施策の
方向性

①富山県の特性を活かした循環型社会づくり
　・廃棄物の排出抑制・再使用の推進
　・廃棄物の再生利用の推進
　・地域活性化にも寄与する地域循環圏の形成
②循環型社会を支える安全・安心な基盤整備
　・適切な廃棄物処理体制の確保
　・廃棄物処理の高度化・効率化
　・不適正処理防止対策の推進
③温室効果ガスの排出が少ない低炭素社会への転換
④各主体が連携・協力する仕組みづくり
　・県民総ぐるみによる３Ｒの推進
　・環境教育や普及啓発の推進

富山県ら
しい循環
型社会づ
くりのた
めの推進
施策

３９８千ｔ
【１９年度比▲５％】排出量

９９千ｔ
（２５％）

再生利用量
（再生利用率）

３８千ｔ
（１０％）

【１９年度比▲２２％】

最終処分量
（最終処分率）

〈一般廃棄物〉

４，８７９千ｔ
【１９年度比＋１％】排出量

１，９５２千ｔ
（４０％）

再生利用量
（再生利用率）

２，７４０千ｔ
（５６％）

減量化量
（減量化率）

９６％減量化・
再生利用率

１８７千ｔ
（４％）

【１９年度比▲３８％】

最終処分量
（最終処分率）

〈産業廃棄物〉
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査等を実施し取組状況を把握すると
ともに、先進的な取組事例等を「２
Ｒ活動事例集」として取りまとめま
した。
　さらに、とやま環境フェア２０１１に
おいて２Ｒ活動を普及・啓発するイ
ベントを開催しました。
　このほか、レジ袋無料配布取止め
実施店舗数が４７社４３２店舗（２４年４月
時点）となるとともに、マイバッグ
持参率（実施店舗における１年間の
平均）が９４％と高水準を維持するな
ど、レジ袋を断りマイバッグを持参
することが、ごく当たり前のライフ
スタイルとして定着してきています。

　　オ　分別収集促進計画の推進
　容器包装廃棄物の分別収集を促進
するため、２２年８月に策定した第６
期分別収集促進計画に基づき、消費
者（県民）、市町村、事業者がそれぞ
れの役割を分担し、資源の有効利用
を進めるよう分別排出についての普
及啓発に努めました。第６期分別収

集促進計画の概要は、表１‐４のと
おりです。

　　カ　適正処理対策
　一般廃棄物の適正な処理を確保す
るため、一般廃棄物処理計画の策定
や処理による生活環境への支障の防
止等について、市町村に対して技術
的な助言を行いました。

　　キ　ダイオキシン類対策
　ごみ焼却施設から排出されるダイ
オキシン類を削減するため、ごみ処
理広域化計画を推進し、全連続式の
ごみ焼却施設の整備促進を図るとと
もに、県民の協力のもとに、ごみの
分別収集の推進を図りました。ごみ
焼却施設の整備状況は表１‐５のと
おりです。なお、県では、１０年度か
らごみ処理広域化等促進支援事業と
して表１‐６の事業に対して補助を
行っています。
　２３年度における県内のごみ焼却施
設（市町村設置の６施設）から排出

　表１‐３　廃棄物循環的利用推進指針の概要
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　表１‐４　第６期分別収集促進計画の概要
　容器包装リサイクル法第９条の規定により、本県における市町村別の容器
包装廃棄物の排出見込量等を示すとともに、分別収集の促進のために本県
が行う施策を明らかにするもの。

趣　旨

２３～２７年度までの５年間計画期間
容器包装廃棄物の
排出見込量

容器包装廃棄物の
分別収集見込量

①容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の
普及

②市町村相互間の情報の交換の促進
③その他の分別収集の促進に関する事項
　・廃棄物処理施設整備の推進
　・効果的な分別区分及び効率的な収集方法等への技術的支援
　・拠点回収及び集団回収の推進
　・容器包装廃棄物の排出抑制及び再商品化等の促進のための方策
　・行政の事業者、消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行
　・調査研究等の推進

分別収集促進のた
めの施策

２７年度２６年度２５年度２４年度２３年度区　　　分
６０，８１７．３６１，２１１．９６１，６１０．７６１，９９５．３６２，３９６．０容 器 包 装 廃 棄 物

２７年度２６年度２５年度２４年度２３年度区　　　分
２，１６０．２２，１６８．３２，１７５．６２，１８２．４２，１９０．７無 色 ガ ラ ス び ん
２，３６５．２２，３７１．８２，３７９．４２，３８５．７２，３９３．５茶 色 ガ ラ ス び ん
８４４．０８４４．０８４５．０８４３．８８４３．６そ の 他 ガ ラ ス び ん
２，４３４．７２，４３２．８２，４２９．９２，４２６．６２，４２５．４紙 製 容 器 包 装
１，６９９．４１，６９７．３１，６９５．３１，６９１．２１，６８８．１ペ ッ ト ボ ト ル
５，４２５．２５，４３２．５５，４４４．３５，４５２．８５，４６４．２プラスチック製容器包装
６８．１６６．１６５．１６２．９６１．９（うち白色トレイ）

１，０１２．６１，０１８．９１，０２５．１１，０３１．４１，０３８．７ス チ ー ル 缶
１，２３５．５１，２３５．８１，２３９．３１，２４０．５１，２４０．７ア ル ミ 缶
１３２．６１３２．５１３２．５１３２．５１３３．２紙 パ ッ ク
３，７２２．８３，７１３．７３，７０６．９３，６９７．６３，６８９．０段 ボ ー ル

〔単位：ｔ〕

発電能力処理能力焼却方式施　　　設　　　名　　　称

―２７０ｔ桑２４時間全連続高岡市環境クリーン工場

―　５０ｔ桑１６時間バッチ氷見市西部清掃センター

　１，４７０kW１３８ｔ桑２４時間全連続射水市クリーンピア射水

２０，０００kW８１０ｔ桑２４時間全連続富山地区広域圏事務組合
クリーンセンター

―１７４ｔ桑１６時間准連続新川広域圏事務組合エコぽ～と

―　７０ｔ桑１６時間准連続砺波広域圏事務組合
クリーンセンターとなみ

　表１‐５　ごみ焼却施設の整備状況
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されたダイオキシン類の年間排出総
量は、０．０４７g‐TEQとなっていま
す。
　また、県内６施設のごみ焼却施設
のダイオキシン類排出濃度を調査し
たところ、表１‐７のとおり、０
～０．２４ng‐TEQ/㎥Nであり、すべ
ての施設で規制基準値を下回ってい
ました。

　　ク　ごみ処理施設等の整備
　２３年度末におけるごみ処理施設及
びごみ最終処分場の整備状況は、図
１‐１１及び図１‐１２のとおりです。
また、県内１１施設の最終処分場の埋
立残余容量は６８２千㎥であり、２２年度
の埋立量４１千㎥から推定すると残余
期間は約１６．８年間と、全国の１８．７年
間（２１年度末）を下回っていますが、
一部の市町村等では新しく最終処分

　表１‐６　ごみ処理広域化等促進支援事業の概要
限　　度　　額　※補　助　率対　　　　象事　業　名

ごみ焼却施設；１億円
その他施設；５千万円

一般財源負担分
の１／４

一部事務組合が実施す
る広域的なごみ処理施
設の整備事業

広域ごみ処理
施設整備事業
費補助

注　限度額は１事業当たりで、ごみ焼却施設が１億円、その他施設が５千万円です。

基準値（ng-TEQ／m３N）排出濃度（ng-TEQ ／ m３N）施　　　設　　　名　　　称
５０．０３２～０．０６５高岡市環境クリーン工場

５０．００００１１氷見市西部清掃センター

５０．０３６～０．０９４射水市クリーンピア射水

０．１０～０．０００９０富山地区広域圏事務組合
クリーンセンター

５０．０１６～０．０４６新川広域圏事務組合エコぽ～と

５０．０４５～０．２４砺波広域圏事務組合
クリ－ンセンターとなみ

　表１‐７　ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度調査結果（２３年度）

　図１‐１１　ごみ処理施設の整備状況 （２４年３月３１日現在）



２１

第
１
第
１
節節

　

循
環
型
社
会
と
低
炭
素
社
会
づ
く
り
の
推
進

場を確保するため、必要な準備を進
めています。
　県では、ごみ処理施設の計画的な
整備や適切な維持管理等について、
市町村等に助言しています。

　　ケ　し尿処理施設の整備
　２３年度末におけるし尿処理施設の
整備状況は、図１‐１３のとおりであ
り、県内全体における１日当たりの
し尿の平均収集量４３６珠に対して、処
理能力は７５１珠となっています。
　県では、合理的なし尿処理体制の
整備について、市町村等に助言して
います。

　　コ　浄化槽の適正な維持管理
　浄化槽については、社富山県浄化
槽協会と連携し、２０年４月１日から
定期検査にBOD検査を主体とする
新しい検査方式を導入するなど法定
検査受検率の向上を図り、適正な維
持管理を推進するとともに、合併処
理浄化槽の一層の普及に努めていま
す。

　③　産業廃棄物
　　ア　とやま廃棄物プランの推進

　事業者による産業廃棄物の計画的
な排出抑制及び循環的利用の取組み
や適正処理を進めるため、とやま廃
棄物プラン等に基づき各種施策を推

　図１‐１３　し尿処理施設の整備状況

　図１‐１２　ごみ最終処分場の整備状況

（２４年３月３１日現在）

（２４年３月３１日現在）
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進するとともに、排出量の抑制等の
目標の達成に向けて、関係者への周
知徹底、普及・啓発を行ったほか、
中間処理施設の計画的な整備を指導
しました。

　　イ　多量排出事業者の指導等
　産業廃棄物の年間発生量が１，０００
トン以上（特別管理産業廃棄物の場
合は５０トン以上）の多量排出事業者
に対して、産業廃棄物（特別管理産
業廃棄物）処理計画書の作成や実施
状況報告書の提出を指導しました。
　なお、計画書は、廃棄物処理法に
基づき、県のウェブサイトで公開し、
事業者の自主的な取組みの推進を図
りました。

　　ウ　建設系廃棄物対策の推進
　「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」を推進するため、
届出等の審査やパトロール等を通じ
て、関係者に対して適正な分別解体、
再資源化の実施に関する指導や助言
を行いました。

　　エ　法令等に基づく規制の概要
　廃棄物処理法は、廃棄物の適正な
処理等について必要な事項を定める
ことにより、生活環境の保全などを
図ることを目的としています。ここ
数年の廃棄物の排出量はほぼ横ばい
ですが、最終処分場のひっ迫、不法
投棄問題などに適切に対応するため、
数次の改正が行われ、不法投棄の未
然防止、リサイクルの促進等の措置

の強化が行われています。
　２３年度末における産業廃棄物処理
業の許可状況は、表１‐８のとおり
です。また、産業廃棄物処理施設の
許可は、木くずやがれき類の破砕施
設が２６２施設、汚泥の脱水施設が８６施
設、安定型最終処分場が１０施設、管
理型最終処分場が１６施設などとなっ
ています。

　　オ　産業廃棄物適正処理指導要綱の運
用
　産業廃棄物の処理施設設置や県外
から産業廃棄物を県内に搬入する際
の事前協議などを定めた産業廃棄物
適正処理指導要綱により、県内の産
業廃棄物の適正な処理の確保を図っ
ています。
　この要綱に基づき、産業廃棄物の
焼却施設及び最終処分場等の設置に
あたっては、住民等の理解と協力を
得て事業を円滑に進める観点から、
生活環境影響調査内容の事前協議、
住民説明会の開催、生活環境の保全
に関する協定の締結及び生活環境の
保全を図るための必要な措置を講ず
るよう指導しています。
　また、県外からの産業廃棄物の搬
入にあたっては、事前協議により、
県内の処理体制に影響を及ぼさない
よう事業者を指導しており、２３年度
は１１１件の事前協議を行いました。特
に、搬入量の多い事業者（年間１００ト
ン以上）や埋立処分のために搬入す
る事業者を重点的に指導しました。

計最　終　処　分中　間　処　理収 集 及 び 運 搬許 可 区 分

１，６２０９１３７１，４７４
産 業 廃 棄 物

３１０４７３２３３
１８００６１７４

特別管理産業廃棄物
７２０４６８

　注　上段は富山県の許可件数、下段は富山市の許可件数

　表１‐８　産業廃棄物処理業の許可状況 （２４年３月３１日現在）
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　　カ　適正処理の啓発
　廃棄物処理法により、産業廃棄物
の処理を委託する際には、マニフェ
ストを使用し、その使用の状況を報
告することが義務付けられているこ
とから、社富山県産業廃棄物協会と
連携し、各種講習会などを通じて普
及啓発に努めています。
　なお、国が普及を進めている電子
マニフェストについては、偽造を防
止でき、交付状況等の報告が不要に
なるなどのメリットがあることから、
併せて普及啓発に努めています。
　また、県、市町村、警察本部、海
上保安部等関係機関からなる不法処
理防止連絡協議会を設置し、情報交
換を行うとともに、事業者への指導、
各種講習会、ポスターやパンフレッ
トの作成配布により適正処理の啓発
を図っています。

　　キ　公共関与による処理施設の整備
　公共関与による産業廃棄物処理施
設の整備については、①本県の最終
処分場は残余年数から当面十分な処
理能力を有していると考えられるこ
と、②廃棄物の減量・リサイクルの
一層の進展が見込まれることなどか
ら、現時点の必要性は低い状況です
が、廃棄物の排出・処理の動向、最
終処分場の残余年数などを考慮しな
がら、引き続き検討を進めていくこ
ととしています。

　　ク　監視指導
　県では、必要に応じて市町村とも
連携して産業廃棄物処理業者及び排
出事業所延べ７８事業所に対して監視

を行い、そのうち、２６事業所に対し
て改善を指導しました。監視指導状
況は表１‐９のとおりです。

　　ケ　不法投棄等の防止対策の推進
　常勤の産業廃棄物監視指導員２名
により広域的なパトロール（延べ１４３
回）を実施し、一般廃棄物も含め１２
件の不法投棄等の事案を発見すると
ともに、原状回復に努めました。
　また、１０月の「不法投棄防止月間」
に関係機関と連携した一斉パトロー
ルや産業廃棄物運搬車両を対象とし
た路上検問を実施したほか、「廃棄物
の不法投棄等の情報提供に関する協
定」を締結している中日本高速道路
株式会社からの情報提供に基づく早
期撤去や、県猟友会によるパトロー
ル活動の実施など、不法投棄等の未
然防止、早期発見に努めました。
　さらに、市町村による不法投棄廃
棄物の撤去に対して財政上の支援を
しました。

　　コ　大規模災害時における災害廃棄物
の処理等に関する協定の締結
　地震等の大規模な災害の発生時に
おいて、災害廃棄物の処理等を適正
かつ円滑に推進するため、社富山県
産業廃棄物協会、社富山県構造物解
体協会及び富山県環境保全協同組合
の３団体と協定を締結し、必要な協
力体制を構築しています。

　　サ　農業系廃棄物対策の推進
　１９年９月に改訂した、とやまエコ
農業推進方針に基づき、化学肥料・
農薬の低減に取り組むエコファーマ

合 計排 出
事業所

産業廃棄物処理業者
区　　分

最終処分中間処理収集及び運搬
７８１３１８２７２０６５立入調査数
２６８０１２６１８指 導 件 数

　表１‐９　産業廃棄物の監視・指導状況
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ーの育成を推進するとともに、農業
用廃プラスチックや、廃農薬など使
用済農業用資材の適正処理を推進し、
「環境にやさしい農業」の普及に努
めました。

　　シ　下水汚泥処理の推進
　下水汚泥処理基本計画に基づき、
下水汚泥の有効利用や安定的、効率
的な汚泥処理の推進に努めました。

　④　リサイクルの推進
　　ア　リサイクル認定制度の推進

　リサイクル製品の製造・販売や廃
棄物の減量化・リサイクル等の取組
みの拡大を推進するため、１４年度に
創設したリサイクル認定制度により、
「リサイクル製品」、「エコショップ」、
「エコ事業所」の３つの区分につい
て、２３年度は２回の公募を行い、認
定審査会における書類審査や現地調
査等を踏まえ認定を行いました。
　２３年度末における認定状況は、表
１‐１０のとおり、リサイクル製品が
７７製品、エコショップが７１店舗、エ
コ事業所が１４事業所となっています。
　また、この制度や製品などを紹介
するため、パンフレットやホームペ
ージ等による広報を行いました。

　さらに、認定リサイクル製品の公
共事業での利用促進を図るため、「公
共工事におけるリサイクル製品利用
推進部会」において、製品の優先的
な利用を図りました。

　　イ　ごみ焼却灰（溶融スラグ）の利用
促進
　ごみ焼却灰から生成される溶融ス
ラグの利用を促進するため、県が実
施する公共工事で溶融スラグを利用
したアスファルト舗装材等を積極的
に使用しました。

　　ウ　富山型使用済小型家電等のリサイ
クル推進モデル事業の実施
　使用済小型廃家電等を回収し、民
間事業者が高度リサイクル処理を行
う富山型リサイクル体制の構築に向
け、市町村による常設回収ステーシ
ョンの設置を支援しました。

　　エ　産業廃棄物の排出抑制、リサイク
ル等に関する指導
　産業廃棄物の多量排出事業者によ
る廃棄物の３Ｒの推進に向けた取組
みを推進するため、廃棄物の減量化
や再生利用について指導しました。

　表１‐１０　リサイクル認定制度に基づく認定状況
エ コ 事 業 所エコショップリサイクル製品区　　分

　５２８２５２１　年　度
　４　４２２２２　年　度
　５３９３０２３　年　度
１４７１７７合　　計

リサイクル認定マーク
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　環境のことを考えて「買い物」、「料理」、「片づけ」を行う「エコ・クッキング」。実
践することで、生ごみの発生量、水・エネルギー使用量を削減できます。
　実際に、飲食店でエコ・クッキングをモデル的に導入し、料理を提供する前に客に
好みや適量を確認した結果、食べ残しを約６割も削減できました。
　このほか、エコな料理の腕前を競うレシピコンテスト、料理教室、イベント会場で
の実演・試食会等を通じて、エコ・クッキングの正しい理解と実践の促進を図ってい
ます。
　併せて、「環境にやさしいお買い物」及び「お買い物マナーの向上」の啓発にも努め
ています。もはや「当たりまえ」となったマイバッグも、マナーを守って、気持ちよ
くお買い物を楽しみたいですね！

　※　「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。

コ ラ ム
エコ・クッキング※　実践の輪、広がってます！
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２　温室効果ガス排出量の削減

１　現況
　地球温暖化は、地表から放射された熱
を吸収し、再び地表に放射して温度を上
昇させる効果をもつ二酸化炭素（CO2）
等の温室効果ガスが、近年の人間活動の
拡大に伴って大量に排出されることによ
り起こるといわれています。地球温暖化
により、海面水位の上昇、異常気象の頻
発化、健康、生態系、食糧生産への悪影
響が懸念されています。
　県内の温室効果ガス排出量（二酸化炭
素換算）は、図１‐１４のとおり、２年度
の１１，１８０千ｔ‐CO2と比べて、２１年度は
９，９０６千ｔ‐CO2と１１．４％減少していま
した。部門別の排出量では、産業部門
（４３．３％）、運輸部門（２３．６％）、民生家

庭部門（１５．６％）、民生業務部門（１１．４％）
の順となっています。２年度と比較して
温室効果ガス排出量が減少した原因とし
ては、２０年度後半の金融危機の影響によ
る景気後退に伴うエネルギー需要の減少
が２１年度も続いたことと、発電時の二酸
化炭素排出量（電力の二酸化炭素排出係
数）が改善されたこと等が挙げられます。
また、主な温室効果ガスである二酸化炭
素の２１年度の排出量は９，４４８千ｔ‐CO2
であり、これは全国の約１．０％に相当し、
県民一人当たりでは８．６ｔ‐CO2でした。
　一方、本県は、森林が多く緑が豊かな
ことから、植物により相当量の二酸化炭
素が吸収されていると見込まれています。
　しかしながら、二酸化炭素は、人間活

　図１‐１４　県内における温室効果ガスの部門別排出量の推移

増加率（％）
２１年度２年度

区分
割合（％）排出量（千ｔ－CO２）割合（％）排出量（千ｔ－CO２）

２４．８１５．６１，５４１１１．０１，２３５民 生 家 庭
２２．７１１．４１，１３０８．２９２１民 生 業 務
２５．８２３．６２，３３５１６．６１，８５６運 輸
－３１．７４３．３４，２９４５６．２６，２８３産 業
－３１．６６．１６０６７．９８８６そ の 他
－１１．４１００９，９０６１００１１，１８０合 計

注１　四捨五入により、合計は一致しない場合があります。
　２　その他：廃棄物由来の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等３ガス
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動のあらゆる場面において排出されてお
り、その削減に当たっては、現代の大量
生産、大量消費、大量廃棄の社会経済シ
ステムの変革に向けた取組みが必要です。

　また、その他の温室効果ガスであるメ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等につ
いても、それぞれの排出実態を踏まえた
対策が必要です。

２　講じた施策
　①　とやま温暖化ストップ計画の推進
　地球温暖化対策を地域レベルで計画
的かつ体系的に推進するため、１６年３
月に地球温暖化対策推進計画（以下「と
やま温暖化ストップ計画」という。）を
策定しました。この計画では、温室効
果ガス排出量の削減目標や削減対策、
県民、事業者及び行政が取り組むべき
具体的な行動指針を明らかにしており、
この計画に基づき、県民、事業者及び
行政が連携協力して、各種対策に取り
組んでいます。
　なお、とやま温暖化ストップ計画に
ついては終期が２２年度であったため、
同年度から環境審議会地球温暖化対策
小委員会において改定について検討し
てきました。しかし、国のエネルギー
政策、地球温暖化対策の先行きが全く
みえないことから、同小委員会の了承
を得て、計画期間を２４年度まで延長し
ました。
　とやま温暖化ストップ計画の概要は、
表１‐１１のとおりです。

　県では、地球温暖化を防止するため、
とやま温暖化ストップ計画に基づき、
温室効果ガス排出量の増加が著しい民
生家庭部門及び民生業務部門を中心に
以下の対策を推進しました。

　　ア　地球温暖化対策に関する普及啓発
を図るため、富山県地球温暖化防止
活動推進センターである財とやま環
境財団と連携し、地球温暖化防止県
民大会を２３年１２月に開催するととも
に、県民の優れた取組みを「とやま
ストップ温暖化アクト賞」として表
彰（個人、団体、企業各２件）しま
した。

　　　　また、民生部門を中心に、省資源・
省エネルギー運動を推進しました。

　　イ　地域において地球温暖化に関して
住民への普及啓発、調査、指導及び
助言等を行う地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援しました。

　　ウ　家庭における地球温暖化対策を推
進するため、高効率給湯器をはじめ

　図１‐１５　県内の温室効果ガス排出量の推移
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とした家庭用省エネ設備の導入に対
する補助（７１件）を実施しました。

　　　　また、１０歳の児童等が中心となっ
て、１０項目の地球温暖化対策を１０週
間、家族とともに取り組む「とやま
環境チャレンジ１０（テン）事業」を
全市町村の６３校で実施しました。

　　エ　全国初のレジ袋無料配布取止めで
得られた、県民の高い環境保全意識
を「食」を通じて環境に配慮したラ
イフスタイルにつなげるため、指導
者の育成や事業者へのモデル導入を
行うなど、「エコ・クッキング」の普
及・拡大を図りました。

　　　　また、事業者及び住民を対象とし
て、リデュース・リサイクル（２Ｒ）
に関するアンケート調査及び現地調
査等を実施し取組状況を把握すると
ともに、先進的な取組み事例等を「２
Ｒ活動事例集」として取りまとめま
した。

　　　　さらに、とやま環境フェア２０１１に
おいて２Ｒ活動を普及・啓発するイ
ベントを開催しました。

　　　このほか、レジ袋無料配布取止め実

施店舗数が４７社４３２店舗（２４年４月時
点）となるとともに、マイバッグ持
参率（実施店舗における１年間の平
均）が９４％と高水準を維持するなど、
レジ袋を断りマイバッグを持参する
ことが、ごく当たり前のライフスタ
イルとして定着してきています。

　　オ　事業者の地球温暖化対策を促進す
るため、中小企業によるモデル的な
省エネルギー改修工事に対して助成
する（２４件）とともに、中小企業に
よる環境保全施設整備に対して低利
融資を実施しました。

　　　　また、省エネに関する相談窓口を
財とやま環境団に設置するとともに、
エネルギー使用実態の把握や分析を
行い、省エネに効果的な取組みを提
案する「とやま省エネ鑑定団」事業
を実施しました。

　　　　さらに、中小企業向けの省エネ手
引きを作成・配付するとともに、中
小企業向けの環境マネジメントシス
テム「エコアクション２１」の普及拡
大を図るため、「エコアクション２１自
治体イニシアティブ・プログラム」

２０１２年度の温室効果ガス排出量を１９９０年度の排出量から６％削減計 画 の 目 標
京都議定書で定められた以下の６物質
　①二酸化炭素（CO２） ④ハイドロフルオロカーボン（HFC）
　②メタン（CH４） ⑤パーフルオロカーボン（PFC）
　③一酸化二窒素（N２O） ⑥六ふっ化硫黄（SF６）

対 象 物 質

県内全域対 象 地 域
①排出削減対策
産業部門、民生（家庭）部門、民生（業務）部門、運輸部門、廃棄物部門
及び農業部門における対策、エネルギー対策

②吸収源対策
　森林整備、都市緑化、木材資源の利用
③普及啓発等
　普及啓発、調査研究、率先実行、国際協力

計画の推進施策

　温室効果ガスは、県民の日常生活や事業活動などのあらゆる場面において
排出されていることから、県民、事業者及び行政の行動指針を示しています。
※具体的な行動指針については、表１‐６２のとおり

主体別の具体的
な 行 動 指 針

　県民、事業者及び行政が連携協力しながら、それぞれの立場において対策
に取り組むこととします。　国は段階的に必要な対策を実施していくことか
ら、国の対策を十分に勘案するとともに、県内の温室効果ガス排出状況等を
評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。

計画の推進体制
及び進行管理

　表１‐１１　とやま温暖化ストップ計画の概要
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（多くの事業者が一斉に「エコアク
ション２１」の認証取得を目指す事業）
を実施しました。

　　　　このほか、小規模事業者の省エネ
ルギー推進活動を支援するため、県
商工会連合会を通して専門家の巡回
指導等による普及啓発活動等を実施
しました。

　　カ　市町村公共施設へのLED照明導
入等の省エネ改修を支援しました。

　　キ　環境省が実施している、地球温暖
化防止のための普及啓発イベントで
あるCO2削減／ライトダウンキャ
ンペーン「夏至ライトダウン」及び
「七夕ライトダウン」への参加につ
いて、県民や事業者に協力を呼びか
け、県内２７８のライトアップ施設等で
一斉消灯が行われました。

　　ク　エコドライブ実践の拡大と定着を
推進するため、県民、事業者に対し
「とやま燃費管理支援サイト」への
登録を呼びかけるとともに、同サイ
トを活用した燃費コンテストを開催
しました。

　　　　また、電気自動車の導入を促進す
るため、市町村による急速充電の設
備を支援しました（５市町）。

　　ケ　過度のマイカー利用から、徒歩、
自転車、公共交通機関への利用転換
を図るため、交通事業者の協力も得
て、「県・市町村統一ノーマイカーウ
ィーク」や「ノーマイカー通勤チャ
レンジ事業」の実施やパークアンド
ライドの推進などの各種施策を推進
するとともに、県の率先行動として、
２０年１０月から職員によるマイカー通
勤の自粛にも取り組んでいます。

　　　　また、鉄軌道の設備整備やバス路
線の運行維持等を支援するなど、公
共交通の維持活性化・利用促進に向
けた取組みを推進しました。

　　　　さらに、パソコンや携帯電話等に
より、乗継情報などの公共交通情報
をわかりやすく案内するシステムを
導入しています。（富山らくらく交通
ナビ事業）

　　　　このほか、公共交通機関が導入す
る交通ICカード整備事業に対する
支援を行いました。（交通ICカード
システム導入支援事業）

　　コ　荷主企業奨励金制度による地元港
湾利用の促進に取り組み、物流にお
ける環境負荷の低減を図りました。

　　サ　道路の主要な渋滞ポイントの解消
やバイパス、環状道路の整備など交
通円滑化対策を行いました。

　　シ　砺波市庄川町において、庄川右岸
幹線用水を利用した庄発電所の建設
工事に着手しました。

　　　　また、産学官連携による小水力発
電の共同研究を支援するとともに、
メガソーラー及び風力発電の事業化
について、未利用県有地等を対象に
調査を実施しました。

　　　　さらに、住宅用太陽光発電システ
ム導入に対する補助（１，０００件）及び
融資（５件）を実施しました。

　　ス　賑わい創出や観光振興、さらには、
環境学習の推進のため、都市部の貴
重な水辺空間である富岩運河環水公
園などにおいて、二酸化炭素を排出
しないソーラー船「sora」と電気ボ
ート「もみじ」を県と富山市が共同
で運航しました。

　　セ　業務に支障のない照明の消灯等
「県庁節電アクション」として節電行
動を実施しました。また、公用車にハ
イブリッド自動車を率先導入するとと
もに、低公害車・小型車化（２１～２４年
度で２００台）を推進しました。
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　　ソ　県有施設においてLED照明の導
入や高効率空調機への更新等を行う
とともに、中央病院で冷熱源設備を
対象としたESCO事業を実施しま
した。

　　タ　「フロン回収・破壊法」に基づき、
フロン類が使用されている業務用冷
凍空調機器の廃棄及び整備の際に、
フロン回収を行う業者の登録等を行
うとともに、立入検査を実施しまし
た。

　チ　二酸化炭素の吸収源になる森林の整
備・保全を推進しました。

　②　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画（新県庁エコプラン）の推進
　県では自らの事業活動に伴い排出さ
れる温室効果ガスの削減に取り組むた
め、２４年１月に「地球温暖化防止のた
めの富山県庁行動計画」（以下「新県庁
エコプラン」という。）の第３期計画を
策定しました。
　新県庁エコプラン第３期計画の概要
は、表１‐１２のとおりであり、２３年度
における取組みの実施状況は表１‐１３
のとおりです。
　県では、新県庁エコプランに基づき、
用紙類の使用抑制、再使用に努めると
ともに、節電、節水を励行するなど、
県の事業活動に伴う温室効果ガスの排
出抑制のための取組みを推進しました。
　また、グリーン購入の推進について
は、１３年４月に「グリーン購入調達方
針」を策定しており、この方針に基づ
き、環境負荷の低減に配慮した物品等

地球温暖化対策推進法２０条の３に基づく地方公共団体実行計画（事務事業
編）。また、省エネルギー法における県のエネルギー使用の合理化に向けた
中長期計画等と連携して取り組むもの。

位 置 付 け

２３～２７年度までの５年間計 画 期 間
県が自ら管理運営するすべての機関（指定管理者制度導入施設を含む）対 象 機 関
①温室効果ガスの排出に係る削減目標
　県の事務事業に伴う二酸化炭素排出量を２７年度までに２２年度比で５％以
上削減

②項目ごとの削減目安（２７年度／２２年度）
　・電気使用量　　　　　　　　　　　５％削減
　・庁舎燃料使用量　　　　　　　　　５％削減
　・公用車燃料使用量　　　　　　　　５％削減
　・水使用量　　　　　　　　　　　　５％削減
　・紙（コピー用紙）購入量　　　　　５％削減
　・廃棄物廃棄処分量　　　　　　　　５％削減

削 減 目 標

①エコオフィス活動の継続・徹底
　・省エネルギー管理体制の強化
　・所属（職員）単位での取組み
　・庁舎等管理所属単位での取組み
②施設・設備等の省エネルギー化の推進
　・施設の建設等に関する取組み
　・公用車の導入に関する取組み

取 組 方 針

環境行政推進会議（会長：副知事）とその下部組織である環境行政推進会
議幹事会において、計画を進行管理し、推進。推 進 体 制

　表１‐１２　新県庁エコプラン第３期計画の概要

とやま環境チャレンジ１０
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　表１‐１３　新県庁エコプランの実施状況
２３年度実績２２年度

（基準年度）項　目
２２年度比

▲　７．１％７３，３９１７９，０５７CO２総排出量（t-CO２）
（電気＋庁舎等燃料＋公用車燃料）

１１５，８０６１１７，２６９電気使用量（千kWh）電
気 ▲　１．２％４３，３１１４３，８５９CO２排出量換算（t）

４，６３９６，２３６重油使用量（kL）庁
舎
等
燃
料

２，９６５３，０９８灯油使用量（kL）
２，１３３２，３２９都市ガス使用量（千㎥）
９９９８LPガス使用量（千㎥）

▲　１６．７％２５，４３６３０，５３６CO２排出量換算（t）
１，５４６１，５５８ガソリン使用量（kL）公

用
車
燃
料

４０８４０５灯油使用量（kL）
▲　０．４％４，６４４４，６６３CO２排出量換算（t）
▲　７．６％１，８５７２，０１０水使用量（千㎥）
０．４％１４０，８９０１４０，２９１紙使用量（千枚）
１．１％２，６５６２，６２７廃棄物処分量（t）

の調達に努めました。
　県の２３年度のグリーン購入の実績は、

表１‐１４のとおりです。

グリーン購入率分　　　野
９７．２紙 類
９８．３文 具 類
９６．９Ｏ Ａ 機 器
９８．８照 明
９９．５オ フ ィ ス 家 具 等
１００．０　移 動 電 話
９９．４家 電 製 品
９９．７エアーコンディショナー等
１００．０　温 水 器 等
９８．９自 動 車 等
１００．０　消 火 器
９５．３制 服 ・ 作 業 服
９９．８インテリア・寝装寝具
６８．６作 業 用 手 袋
５８．５そ の 他 繊 維 製 品
１００．０　防 災 備 蓄 品
９８．８役 務 （ 印 刷 ）
９４．５役務（印刷を除く）
９７．３合　 　 計

　表１‐１４　県のグリーン購入の実績（２３年度）（単位：％）

注　グリーン購入率（％）＝（判断の基準を満たす物品等の購入金
額）／（各分野の特定調達品目の購入金額合計）×１００

注　廃棄物処分量＝廃棄物排出量－リサイクル量
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　東日本大震災以降、これまで以上に節電が求められるようになりました。このため、
県では、節電所＊をキーワードに、インターネットを活用したとやまメガ節電所プロ
ジェクトを立ち上げ、家庭や事業者に節電を呼びかけています。
　＊節電所：節電による余剰電力の積上げで、発電所に相当する「節電所」がつくれ

るという考え方
メガソーラー発電所１基分の節電（１，０００kW＝１ Ｍ Ｗ）

メガ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒メガ節電所１基と換算
　プロジェクトは、県民、事業者の皆さ
んが節電行動を登録すると、ウェブサイ
ト上で仮想の節電所が建設・稼働するも
のです（節電の見える化）。

　今夏は、７月から９月上旬にかけて節
電キャンペーンを実施したところ、約４５０
世帯、約１００事業所の登録があり、総節
電量は約８MW（メガ節電所８基に相
当）に達しました。今冬もキャンペーン
を実施しますので、登録をお願いします。

○とやまメガ節電所プロジェクト
　http://www.toyama-megasetsudensho.com/

コ ラ ム
とやまメガ節電所プロジェクト参加者　募集中！

ウェブサイトのトップページ
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３　環境教育の推進と環境保全活動の拡大

１　現況
　①　環境教育の推進
　環境問題についての認識を深め、環
境保全活動を実践するために重要な役
割を担う環境教育については、１８年３
月に「環境教育推進方針」を策定し、
この指針に基づいて各種の取組みを推
進しています。
　子どもたちの自主的な環境学習を推
進するため、７年６月から環境省の呼
びかけで「こどもエコクラブ」事業が
各地で進められています。県内では２３
年度末で、４９クラブ、２，３８４名（全国で
は３，２９１クラブ、１４７，６５３名）の会員が
登録されており、その活動の普及、支

援を行っています。
　また、環境科学センターにおいて「一
般公開」や「夏休み子供科学研究室」
等を開催するなど環境教育の充実に努
めています。

　②　環境保全活動の拡大
　環境にやさしい生活（エコライフ）
を推進するため、「環境とやま県民会
議」が設立され、レジ袋の削減など県
民総ぐるみでの取組みが進んでいます。
　また、県民、事業者、行政が一体と
なって、地域に根ざした環境保全活動
を推進するための拠点として設立され
た「財団法人とやま環境財団」では、

・環境ネットワークの形成（１０市との環境パートナーシップ事業等）
・県民運動等の推進（県土美化推進県民会議総会・環境とやま県民
会議総会・ごみゼロ推進県民大会等の開催、「みんなできれいにせ
んまいけ大作戦」の展開等）

協働推進事業

・環境保全活動の支援（環境保全推進団体への助成、活動機材等の
貸し出し等）

・地球温暖化防止活動の支援（宇奈月温泉街での温室効果ガス排出
削減に向けたＥＶ車両導入による実証実験等、省エネ診断活動の
支援）

環境保全・温暖化防止活
動支援事業

・環境教育の支援（こどもエコクラブの育成、とやま環境チャレン
ジ１０の実施、エコドライブコンテストの開催、とやまスターウォ
ッチング・リーダー講習会等の開催）

・環境に関する出前講座等の実施
・自然解説等（ナチュラリスト等による自然解説、ナチュラリスト
研修会の開催、ナチュラリスト自然ふれあい塾の実施等）

環境教育推進事業

・環境保全活動等に関する相談対応
・地球温暖化・省エネルギーに関する相談対応
・事業者向け省エネ手引きの作成・配布
・家庭の省エネ診断の実施

相談・調査事業

・環境保全・温暖化防止活動の情報発信（メールマガジンによる情
報発信、ウェブサイト「エコノワとやま」の開設）

・啓発イベント等の実施（財団設立２０周年記念式典、とやま環境フ
ェア２０１１等の開催）

普及・啓発事業

・中小企業での省エネ設備導入に対する助成事務
・住宅用太陽光発電システム導入に対する助成事務
・家庭での省エネ設備導入に対する助成事務

省エネ設備普及導入促進
事業

・エコアクション２１の認証・登録
・エコアクション２１制度の普及啓発
・エコアクション２１自治体イニシアティブ・プログラムの実施

エコアクション２１地域事
務局事業

　表１‐１５　財とやま環境財団の主要事業の概要
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環境意識の高揚や環境保全に関する知
識の普及、環境保全活動の支援等を目
的として、表１‐１５のとおり、各種事
業を行っています。
　さらに、事業者においては、経営管
理の一環として、ISO１４００１やエコアク
ション２１等の環境マネジメントシステ
ムを導入する等環境保全への自主的取
組みが進んでいます。
　このほか、県公共交通利用促進協議
会が、県民にマイカー自粛を呼びかけ
る「ノーマイカー県民運動」では、交
通事業者の協力も得て、「県・市町村統
一ノーマイカーウィーク」・「ノーマイ
カー通勤チャレンジ事業」が実施され
ました。
　県では、機会をとらえて、県民や事
業者との対話の機会を設定し意見交換
を行うとともに、県民等への積極的な
情報提供に努めています。
　また、県では、環境保全の仕組みづ
くりにおいて、県民等の意見（パブリ
ックコメント）を募集するなど、県民
参加の開かれた行政を推進し、県民等
とのパートナーシップのもと環境の保
全と創造に取り組んでいます。

２　講じた施策
　①　環境教育の推進
　　ア　環境教育推進方針の推進

　「環境教育推進方針」に基づき、
地域で実施できる環境教育プログラ
ム集の普及を図るとともに、小学生
とその保護者を対象に、温暖化対策

やごみの減量化、水環境の保全など
を地域の環境施設等の見学や体験学
習を通じて学ぶ「とやまエコキッズ
探検隊」を実施しました。

　　イ　環境教育・学習の場の提供
　　　　・　子どもたちによる自主的な取

組みを推進するため、こどもエ
コクラブの活動を支援しました。

　　　　・　幼稚園児や保育園児とその保
護者を対象に、紙芝居やクイズ
などを通して楽しくエコライフ
の大切さを学ぶ「はじめてのエ
コライフ教室」を開催しました。
（３０ヶ所）

　　　　・　県民の環境意識の高揚や環境
保全に関する知識の普及を図る
ため、財とやま環境財団と連携
して、希望する学校、地域団体、
企業などに講師を派遣する「出
前講座」（１６件）を実施しました。
また、環境に関する話題につい
て、住民等と意見交換を行う「出
前県庁（しごと談義）」を実施し
ました。

　　　　・　環境科学センターの研究員が
市、企業団体等が主催する環境
に関する講座に出向き、富山の
温暖化について講義を行いまし
た。

　　　　・　環境保全に積極的に取り組む
児童を育てるため、総合教育セ
ンターの研究主事が指導者とな
り、希望する小学校の教員を対
象として、「地域や学校周辺の自
然観察」や「水生生物の調べ方」
等、身近な自然環境を調べる方
法や総合的な学習の時間と関連
する実験や観察についての研修
を行いました。

　　　　・　愛鳥思想の普及啓発のため、
バードウォッチングの開催や、
野鳥を中心とした自然教室を開
催しました。

　　　　・　ジュニアナチュラリストが、とやまエコキッズ探検隊
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関心を持って活動を続けられる
よう、自然観察会への参加やナ
チュラリストによる自然解説活
動の体験の機会を提供し、活動
を支援しました。

　　　　・　立山黒部アルペンルート沿線
に侵入してきている外来植物の
除去作業を体験するとともに、
環境保護の重要性について学ぶ
県政バス教室を実施しました。

　　　　・　森林・林業に対する関心を高
めるため、フォレストリーダー
による「森の寺子屋」を開催し
ました。

　　　　・　子どもたちの農業・農村体験
学習を実施し、都市農山漁村交
流を図り、自然環境に対する理
解を深めました。また、身近な
農業用水での生き物調べを通じ
て、子どもたちの農業・農村へ
の理解と環境保全への関心を深
めました。

　　ウ　環境教育の活性化
　中高生向けの環境教育プログラム
の充実及び環境教育団体とのネット
ワークづくりを図るため、民間団体
と連携し、環境講座や事業者等の環
境配慮活動の視察等を行う「とやま
スーパーエコ塾」を実施しました。

　②　環境保全活動の拡大
　　ア　エコライフの推進

　日常生活の中でごみや二酸化炭素

を極力出さない取組み「エコライフ」
を促進するため、県民団体や事業者
団体、報道機関、行政など１１７団体の
参加のもと、１９年６月に「環境とや
ま県民会議」を設立し、各活動主体
の連携協力により、レジ袋の削減な
ど県民総ぐるみでのエコライフを推
進しました。
　また、環境月間である６月に「エ
コライフ・アクト大会」を開催し、
楽しみながらエコライフの実践に取
り組む意識を啓発するとともに、県
内１０市において「エコライフ・イベ
ント」を実施したほか、スポーツ団
体の環境保全活動を支援する「スポ
ーツ団体エコ活動モデル事業」を実
施しました。
　さらに、エコドライブとやま推進
協議会を中心に環境関連イベント等
においてエコドライブを県民、事業
者に広く普及啓発するとともに、新
聞・テレビ等による広報を実施する
など、県民総ぐるみの「エコドライ
ブ推進大運動」を展開しました。

　　イ　財とやま環境財団への支援等
　環境保全活動への参加を一層推進
するため、財とやま環境財団を中心
に県民等の活動の支援やネットワー
クづくりが進められており、県でも
同財団の活動の充実に向けて支援に
努めているところです。
　６月の環境月間には、財とやま環

はじめてのエコライフ教室

とやまスーパーエコ塾
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境財団と協力してポスターの募集や
展示、エコライフ・アクト大会の開
催等を行いました。また、地域に根
ざした環境保全活動に県民、事業者、
行政が一体となって取り組むため、
財とやま環境財団が事務局となって
推進する「環境とやま県民会議」の
運営のほか、環境情報の収集や提供、
環境教育の推進、新聞やラジオ等に
よる普及啓発の各種事業に対して支
援を行いました。
　さらに、県民、事業者等に対して
環境保全活動の普及を図るため、財
とやま環境財団内に設置した環境保
全相談室において、ボランティア団
体等の活動支援及び環境保全に関す
る情報提供や相談業務を実施しまし
た。
　このほか、財とやま環境財団では
環境保全活動推進団体等の活動や普
及啓発事業に対し助成するとともに、
ナチュラリストを派遣するナチュラ
リストバンク事業等を実施しました。

　　ウ　事業者への支援等
　事業者においても、環境の保全と
創造に向けた自主的な取組みが実施
されており、県では、中小企業が整
備する公害防止施設、廃棄物の資源
化・再生利用施設、低公害車の購入
など様々な取組みに対し低利融資を
実施するなど、こうした取組みの支
援に努めています。

　　ア　事業活動に伴う環境への負荷の

低減を促進するため、環境マネジ
メントシステムの普及に努めまし
た。

　　イ　幅広い事業者の環境保全の取組
みを促進するため、財とやま環境
財団とともに、環境マネジメント
システム（エコアクション２１）の
認証・登録制度の普及に努めまし
た。

　　ウ　中小企業者の環境問題への適切
な対応を図るため、財富山県新世
紀産業機構において、専門家によ
る相談指導や情報提供を行いまし
た。

　　エ　中小企業者における環境の保全
及び創造に資する施設の整備を促
進するため、長期で低利な中小企
業環境施設整備資金を融資しまし
た。

　　オ　畜産環境保全に係る施設導入に
対し、補助を行うとともに、リー
ス事業の積極的活用についても指
導を行いました。

　　エ　環境に関する情報提供の充実等
　県では、県民や事業者との対話を
進めるため、財とやま環境財団と連
携して、希望する学校、地域団体、
企業などに講師を派遣する「出前講
座」や環境に関する話題について、
住民等と意見交換を行う「出前県庁
（しごと談義）」を実施しています。
　また、各種計画の策定等に当たっ
ては、県民等の意識に関するアンケ

エコライフ・アクト大会
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ート調査を実施するとともに、施策
に関する意見を募集するなど、県民
等のニーズを把握し、施策に反映す
るよう努めています。
　さらに、県内の事業者・団体の環
境保全活動を紹介するウェブサイト
「エコノワとやま」を新たに開設し、
県民や事業者・団体に対し具体的な
取組事例を提供しています。
　このほか、環境に関する各種パン
フレット等の配布やインターネット
を活用した各種データの公表等によ
り、県民等に対してわかりやすく迅
速な情報の提供に努めています。

　　オ　県民参加の促進
　県では、各種計画の策定や改定に
あたっては、パブリックコメントを
募集し、県民等の意見を施策に反映
させています。
　また、各種計画に掲げる施策の着
実な推進を図るため、県民が参加し
た推進組織を設置しており、取組み
の状況や施策の推進方策等について
協議を行うなど、県民参加による環
境保全を推進しています。
　さらに、県民団体や事業者団体、
報道機関、行政などで構成する「環
境とやま県民会議」において、あら
ゆる活動主体が連携協力して環境保
全活動に取り組んでいます。
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１　現況
　環境のモニタリングは、環境保全目標
の達成状況や大気、水質等様々な環境質
の現況の解析や将来予測、環境影響評価
の基礎資料等として不可欠です。
　また、地球温暖化をはじめとする地球
環境問題の解決、循環型社会づくり、生
物多様性の確保等の分野において、知見
の集積を進める必要があるほか、地域の
環境保全に密着した取組みの推進が求め
られています。
　さらに、再生可能エネルギーの導入促
進や省エネルギー構造への転換を図るた
め、グリーンイノベーションの取組みを
一層加速する必要があります。
　このため、県では、環境科学センター
において、大気汚染、水質汚濁、地下水
障害等の状況について定期的な監視を行
うとともに、地球温暖化、越境大気汚染、
循環型社会の構築等に関する調査研究を
行っているほか、他の試験研究機関等で
も、自然環境や工業、農林水産業等の分
野において、環境に関する技術開発・調
査研究を行っています。

２　講じた施策
　近年の環境問題の広がりに対応するた
め、今後とも環境のモニタリングを実施
していくとともに、地域の環境保全や地
球環境問題、廃棄物の循環的利用等に関
する調査研究を充実していく必要があり
ます。また、県の研究機関相互の連携や
国や大学などの機関との連携を図るなど、
体制を充実していくことも不可欠です。
　２３年度に実施した調査研究等の概要は
次のとおりです。

　ア　環境科学センター
　地球温暖化、水質環境保全、循環型
社会の構築等に関する次の調査研究を
行いました。
・　富山県における地球温暖化の影響
等に関する調査研究

・　東アジア地域からの大気降下物に
関する研究

・　富山湾の健全性に関する研究
・　省エネに配慮した排水処理施設の
運転管理技術に関する研究

・　富山県における循環型社会構築に
関する研究

・　富山県の地下水涵養と流動に関す
る研究

４　技術開発と調査研究の推進

富山湾の健全性に関する研究

　イ　衛生研究所
　神通川流域住民健康調査のほか、化
学物質の汚染の評価や衛生動物の分布
に関する次の調査を行いました。
・　環境汚染物質と生体影響に関する
調査研究

・　食品中の残留農薬及びその他の有
害物質に関する調査研究

・　衛生動物の生態分布に関する調査
研究 

東アジア地域からの大気降下物に関する研究
（立山室堂における黄砂のサンプリング）
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　ウ　工業技術センター
　リサイクル技術、再生可能エネルギ
ー、環境にやさしいものづくり等に関
する次の研究、開発を行いました。
・　県産バイオマス材料を利用したバ
イオマスプラスチックの開発と製品
試作
・　固体電解質を使用した色素増感太
陽電池の開発
・　ソーラーパネル一体型屋外用照明
システムの製品開発
・　環境に配慮した低コスト無線IC
タグの開発
・　バイオ燃料生産微生物のスクリー
ニング法に関する研究

　エ　農林水産総合技術センター　農業研
究所
　神通川流域等のカドミウム汚染田の
うち、公害防除特別土地改良事業によ
り復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行いました。

　オ　農林水産総合技術センター　畜産研
究所
　環境の保全を図るため、畜舎排水の
水質改善や畜舎周囲における臭気低減
技術に関する試験を行いました。

　カ　農林水産総合技術センター　森林研
究所
　酸性雨等による森林影響の基礎資料
を得るため、酸性雨等森林影響予測に
関する調査を行いました。

　キ　農林水産総合技術センター　木材研
究所
　持続的生産が可能な木質バイオマス
の有効利用に関する次の調査研究を行
いました。
　・　スギ間伐材を原料としたWPC用
スギ木粉の生産体制の確立

　・　スギ木粉・竹粉複合体の開発

　ク　農林水産総合技術センター　水産研
究所
　富山湾における赤潮の発生状況を調
査するとともに、漁場環境の把握等に
関する次の調査を行いました。

　・　漁場環境の現状に関する調査
　・　富山湾の底生生物に関する調査

　ケ　県立大学
　「環境調和型先端技術研究推進会
議」を設置し、学際的な共同研究及び
産学連携を推進することにより、地球
温暖化防止等の技術開発研究を実施し
ました。
　さらに、微生物、動植物の酵素を用
いた環境負荷の少ない有用物質生産技
術（ホワイトバイオテクノロジー）の
開発研究を推進しました。（ＥＲＡＴＯ
「浅野酵素活性分子プロジェクト」）
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指標の達成状況

　環境基本計画に掲げる指標の達成状況及び主な取組みの指標達成への貢献は、表１‐１６
及び表１‐１７のとおりです。

目　標
現　状概ね５年前指標名及び説明 ２０２１年度

（H３３）
２０１６年度
（H２８）

２５％以上２５％以上２０．５％　
２０１０年度
（H２２）

１８．９％　
２００４年度
（H１６）

一般廃棄物再生利用率
一般廃棄物排出量に対する再生利用量の
割合

９６％以上９６％以上９５．５％
２０１０年度
（H２２）

９３．８％
２００４年度
（H１６）

産業廃棄物減量化・再生利用率
産業廃棄物排出量に対する減量化量及び
再生利用量の合計割合

１９％以上
削　　減

１４％以上
削　　減

１３．１％削減
２００９年度
（H２１）

６．９％削減
２００４年度
（H１６）

世帯当たりのエネルギー消費量の削減率
２００２年度（H１４）を基準としたエネルギ
ー消費量の削減率

９％以上
削　　減

７％以上
削　　減

１４．０％削減
２００９年度
（H２１）

４．１％増加
２００４年度
（H１６）

事業所ビル等の延床面積当たりのエネル
ギー消費量の削減率
２００２年度（H１４）を基準としたエネルギ
ー消費量の削減率

　表１‐１６　指標の達成状況

効　　　果取　組　み
レジ袋約１億６，０００万枚（廃棄物として約１，６１２トン）
の削減 【一般廃棄物の排出量を０．４％削減】
CO２排出量を約９，８３３トン削減
 【家庭部門の排出量（H２）の０．８０％】

レジ袋削減対策の推進（H２３）

H２３年度末で県民１１９，５９１人が宣言を実施。宣言者の
取組み効果は、CO２排出量約２万３千トンの削減に相当
 【家庭部門の排出量（H２）の１．９％】

「とやまエコライフ・アクト１０宣言」
キャンペーン

H２３年度末で県民１０３，０４７人がエコドライブ宣言を実
施。宣言者の取組み効果は、CO２排出量約３万トンの
削減に相当 【運輸部門の排出量（H２）の１．４％】

エコドライブ推進運動の展開

１，０００件分の補助により、CO２排出量を約２千トン削減
 【家庭部門の排出量（H２）の０．１４％】

住宅用太陽光発電システム導入支援
（H２３）

　表１‐１７　主な取組みによる指標達成への貢献


